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個別申請について 

軽水炉心低濃縮化 固体炉心低濃縮化 トリウム貯蔵庫追加 

これら３つは設置変更承認申請書において 
その範囲が明確に分離できる 

3本の個別申請で設置変更承認の全ての範囲がカバーできていて、
かつ、相互に分離できていて排他的な関係にあること 

初回に申請した、軽水減速炉心用低濃縮燃料要素の製作と 
固体減速炉心用低濃縮燃料要素の製作、それぞれの設工認申請を 
軽水減速炉心の低濃縮化（燃料要素製作と炉心設計の分割申請）と 
固体減速炉心の低濃縮化（燃料要素製作と炉心設計の分割申請）とする。 
さらに、それぞれは個別に申請を行う。 

参考資料３ 参照 

参考資料３ 参照 



KUCA低濃縮化に向けた設工認の分割申請 

5 

試験炉規則第３条第３項 
 設計及び工事の計画の全部につき一時に法第二十七条第一項の規定による
認可を申請することができないときは、分割して認可を申請することができる。こ
の場合において、申請書に当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の
概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に申請することができない理
由を記載した書類を添付しなければならない。 

軽水 ： 燃料製作に関する設工認 ＋ 炉心に関する設工認 

固体 ： 燃料製作に関する設工認 ＋ 炉心に関する設工認 

第１分割申請（本申請）（２本） 第２分割申請分（２本） 

（製造は２回に分けて実施） 

（製造は３回に分けて実施） 

当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要 

工事等は行わない 
低濃縮炉心に関する 
性能検査 

燃料の製作 
各種検査 

合わせて、一時に申請することができない理由を添付する 

設工認の全部が設置変更承認の範囲と整合することを説明する 
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補正申請に関するまとめ 

上記の説明を加えて補正申請を行う 

早期の運転再開を目指し、一部使用承認を要望する 

個別申請 

分割申請 

軽水炉心低濃縮化、固体炉心低濃縮化、トリウム貯蔵庫追加の３本の個別
申請とする。補正申請では、3本の個別申請で設置変更承認の全ての範囲

がカバーできていて、かつ、相互に分離できていて排他的な関係にあること
を説明する。 

軽水炉心、固体炉心ともに、燃料製作に関する設工認と炉心に関する設工認
を分割申請とする。補正申請では、試験炉規則に則り、当該申請に係る部分
以外の設計及び工事の計画の概要と一時に申請することができない理由を
添付する。これに併せて、設工認の全部が設置変更承認の範囲と整合するこ
とを説明する。 
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本文 
5. 試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 
ハ.原子炉本体の構造及び設備 
(1)炉心 
(ii)燃料体の最大挿入量 
低濃縮ウラン炉心 
固体減速炉心 
軽水減速炉心 
 
(iii)主要な核的制限値 
固体減速炉心 
軽水減速炉心 
 
(2)燃料体 
(ⅰ)燃料材の種類 
固体減速炉心用 
軽水減速炉心用 
 
(ⅱ)被覆材の種類 
固体減速炉心用 
軽水減速炉心用 
 
(ⅲ)燃料要素の構造 
固体減速炉心用 
軽水減速炉心用 
 
ニ. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備 
(2) 核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力 
トリウム貯蔵庫の記載 

添付書類八 
8-2 原子炉本体の構造及び設備 
8-2-1 炉心 
8-2-1-2 燃料体の最大挿入量 
8-2-1-2-2低濃縮ウラン炉心 
(1)固体減速炉心 
(2)軽水減速炉心 
 
8-2-1-3 主要な核的制限値 
8-2-1-3-2低濃縮ウラン炉心 
固体減速炉心 
軽水減速炉心 
 
8-2-2燃料体 
8-2-2-1 燃料材の種類 
8-2-2-1-2低濃縮ウラン炉心 
固体減速炉心用 
軽水減速炉心用 
 
8-2-2-2被覆材の種類 
8-2-2-2-2低濃縮ウラン炉心 
固体減速炉心用 
軽水減速炉心用 
 
8-2-2-3 燃料要素の構造 
8-2-2-3-2低濃縮ウラン炉心 
(1)固体減速炉心用 
(2)軽水減速炉心用 
 
添付書類八 
8-3 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備 
8-3-2 核燃料物質貯蔵施設の構造及び貯蔵能力 
トリウム貯蔵庫の記載 

参考資料３ 
設置変更承認申請書の記載（2022.4.28付、新規承認箇所） 

固体減速炉心 軽水減速炉心 トリウム貯蔵庫 の３点について、設置変更承認申請書内にお
いて、それぞれ個別の説明がなされており、範囲を明確に分離することが可能である。 




